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３月定例会提出議案

KAS
UMIGAU

RA
平成24年 第１回定例会
平成24年第１回定例会が、２月27日から３月16日までの19日間の会期で
開催されました。今定例会では、平成24年度各会計当初予算、条例の制定及
び一部改正、平成23年度各会計補正予算などについて、各所管の常任委員会
等へそれぞれ付託して審査を行いました。また、２月28日、29日、３月１日
の３日間において一般質問（後頁P13～17）を行いました。

▼
▼  

議
案
第
５
号

か
す
み
が
う
ら
市
立
保
育
所
運
営
事
業

者
選
考
委
員
会
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

公
立
保
育
所
を
民
営
化
す
る
に
あ
た

り
、
適
正
な
運
営
事
業
者
を
選
考
す

る
た
め
の
委
員
会
を
設
置
す
る
た

め
、
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
６
号

か
す
み
が
う
ら
市
特
別
職
の
職
員
で
非

常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

身
体
障
害
者
相
談
員
ほ
か
４
件
の
非

常
勤
特
別
職
を
新
設
す
る
こ
と
に
伴

い
、
報
酬
等
の
額
を
設
定
す
る
た
め

条
例
を
一
部
改
正
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
７
号

か
す
み
が
う
ら
市
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

地
方
税
法
の
改
正
及
び
地
方
税
の
臨

時
特
例
に
関
す
る
法
律
が
公
布
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
法
人
税
実
効
税
率

の
引
き
下
げ
に
よ
る
都
道
府
県
税
収

入
と
市
町
村
税
収
入
と
の
増
減
額
を

調
整
す
る
た
め
、
県
た
ば
こ
税
の
一

部
を
市
た
ば
こ
税
に
移
譲
す
る
こ
と

及
び
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
を

▼
▼  

議
案
第
３
号

か
す
み
が
う
ら
市
東
日
本
大
震
災
復
興

ま
ち
づ
く
り
支
援
事
業
基
金
の
設
置
、

管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た

め
、
県
か
ら
交
付
さ
れ
る
資
金
を
復

興
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
財
源
に
充
て

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
基
金
条
例
を

制
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
４
号

か
す
み
が
う
ら
市
墓
地
等
の
経
営
許
可

等
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

「
地
域
主
権
改
革
第
２
次
一
括
法
」

が
公
布
さ
れ
た
こ
と
か
ら
墓
地
等
の

経
営
の
許
可
等
に
関
す
る
事
務
が
本

年
４
月
１
日
か
ら
は
市
が
行
う
こ
と

と
な
る
た
め
、
許
可
基
準
や
手
続
き

な
ど
を
規
定
し
た
条
例
を
制
定
す
る

も
の
で
す
。

▼
▼  

承
認
第
１
号

専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て

〈
平
成
23
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
）〉

東
日
本
大
震
災
で
千
代
田
庁
舎
が
被

災
し
、
仮
庁
舎
へ
の
行
政
機
能
の
移

転
を
早
急
に
実
施
す
る
必
要
が
生
じ

た
た
め
、
移
転
費
用
等
と
し
て
規
定

の
歳
入
歳
出
予
算
に
３
１
４
８
万
円

を
、
追
加
し
た
も
の
で
す
。

▼
▼  
議
案
第
１
号

市
長
の
給
料
月
額
の
特
例
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

宮
嶋
市
長
の
公
職
選
挙
法
違
反
（
寄

付
行
為
）
を
踏
ま
え
、
市
長
自
身
に

対
す
る
自
戒
の
意
味
を
込
め
、
３
月

か
ら
５
月
ま
で
の
３
カ
月
分
の
給
料

を
、
10
％
減
額
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
２
号

か
す
み
が
う
ら
市
職
員
の
給
与
の
特
例

に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

承　
認

可　
決

可　
決

可　
決

撤
回
承
認

可　
決

可　
決

否　
決

今
定
例
会
に
上
程
さ
れ
た
議
案
等

は
次
の
と
お
り
で
す
。
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図
る
た
め
、
防
災
施
策
費
用
の
財
源

を
確
保
す
る
臨
時
措
置
と
し
て
、
個

人
住
民
税
の
均
等
割
の
標
準
税
率
を

平
成
26
年
度
か
ら
35
年
度
ま
で
、
年

額
５
０
０
円
の
引
き
上
げ
を
行
う
た

め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の

で
す
。

▼
▼  

議
案
第
８
号

か
す
み
が
う
ら
市
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
等
の

改
正
に
伴
い
、
危
険
物
を
貯
蔵
す
る

た
め
の
施
設
区
分
が
追
加
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
９
号

か
す
み
が
う
ら
市
産
業
活
動
の
活
性
化

及
び
雇
用
機
会
の
創
出
の
た
め
の
固
定

資
産
税
の
特
例
措
置
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

市
内
へ
の
企
業
立
地
を
促
進
す
る
た

め
固
定
資
産
税
の
特
例
措
置
を
講
じ

て
お
り
ま
す
が
、
本
年
３
月
31
日
を

も
っ
て
失
効
と
な
る
こ
と
か
ら
、
同

制
度
を
引
き
続
き
３
年
間
継
続
さ
せ

る
た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
10
号

か
す
み
が
う
ら
市
災
害
弔
慰
金
の
支
給

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法

律
等
の
改
正
に
伴
い
、
遺
族
に
兄
弟

姉
妹
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
災
害

弔
慰
金
等
支
給
審
査
委
員
会
を
設
置

す
る
た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
11
号

か
す
み
が
う
ら
市
医
療
福
祉
費
支
給
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
12
号

か
す
み
が
う
ら
市
敬
老
祝
金
給
付
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て厳

し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、
給
付

対
象
年
齢
及
び
給
付
金
額
を
見
直
す

た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も

の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
13
号

か
す
み
が
う
ら
市
介
護
保
険
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

３
年
を
１
期
と
す
る
第
４
期
介
護
保

険
事
業
計
画
の
期
間
が
本
年
度
で
終

了
す
る
こ
と
か
ら
計
画
期
間
の
変
更

と
合
わ
せ
て
介
護
保
険
料
に
つ
い
て

も
改
定
す
る
た
め
、
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
14
号

か
す
み
が
う
ら
市
企
業
立
地
促
進
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て市

内
へ
の
企
業
立
地
を
促
進
す
る
た

め
設
備
投
資
や
雇
用
促
進
の
助
成
制

度
を
講
じ
て
お
り
ま
す
が
、
本
年
３

月
31
日
を
も
っ
て
失
効
と
な
る
こ
と

か
ら
、
同
制
度
を
引
き
続
き
２
年
間

継
続
さ
せ
る
た
め
、
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
15
号

か
す
み
が
う
ら
市
公
民
館
設
置
及
び
管

理
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

社
会
教
育
法
等
の
改
正
に
伴
い
、
公

民
館
運
営
審
議
会
委
員
の
委
嘱
の
基

準
に
つ
い
て
の
規
定
が
必
要
と
な
る

こ
と
か
ら
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
16
号

か
す
み
が
う
ら
市
立
図
書
館
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

図
書
館
法
等
の
改
正
に
伴
い
、
図
書

館
運
営
協
議
会
委
員
の
任
命
の
基
準

に
つ
い
て
の
規
定
が
必
要
と
な
る
こ

と
か
ら
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
17
号

か
す
み
が
う
ら
市
庁
舎
建
設
基
金
の
設

置
、
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
条
例
を

廃
止
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

庁
舎
建
設
基
金
か
ら
東
日
本
大
震
災

復
興
ま
ち
づ
く
り
基
金
へ
の
積
替
え

に
よ
り
財
源
の
有
効
活
用
を
図
る
た

め
、
条
例
を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

可　
決

継
続
審
査

否　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決
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▼
▼  

議
案
第
18
号

か
す
み
が
う
ら
市
青
少
年
問
題
協
議
会

設
置
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

青
少
年
の
健
全
育
成
に
関
す
る
組
織

の
整
理
統
合
等
を
進
め
る
た
め
、
条

例
を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
19
号

平
成
23
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
８
号
）

主
な
内
容
は
、
千
代
田
地
区
防
災
無

線
整
備
工
事
を
は
じ
め
下
稲
吉
小
の

整
備
、
下
稲
吉
東
小
の
耐
震
整
備　

及
び
東
日
本
大
震
災
の
復
興
財
源
と

す
る
た
め
の
基
金
積
立
等
の
経
費
を

計
上
し
た
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
20
号

平
成
23
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）

保
険
給
付
費
に
つ
い
て
不
足
が
見
込

ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
増
額
を
行
う
も

の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
21
号

平
成
23
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

▼
▼  
議
案
第
22
号

平
成
23
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
下
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

▼
▼  

議
案
第
23
号

平
成
23
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
農
業
集

落
排
水
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
５
号
）

▼
▼  

議
案
第
24
号

平
成
23
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

保
険
給
付
費
に
つ
い
て
不
足
が
見
込

ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
増
額
を
行
う
も

の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
25
号

平
成
23
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

▼
▼  

議
案
第
26
号

平
成
24
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般
会

計
予
算

▼
▼  

議
案
第
27
号

平
成
24
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
予
算

▼
▼  

議
案
第
28
号

平
成
24
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

▼
▼  

議
案
第
29
号

平
成
24
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
下
水
道

事
業
特
別
会
計
予
算

▼
▼  

議
案
第
30
号

平
成
24
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
農
業
集

落
排
水
事
業
特
別
会
計
予
算

▼
▼  
議
案
第
31
号

平
成
24
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
介
護
保

険
特
別
会
計
予
算

▼
▼  

議
案
第
32
号

平
成
24
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
水
道
事

業
会
計
予
算

▼
▼  

議
案
第
33
号

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
34
号

副
市
長
の
給
料
月
額
の
特
例
に
関
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

国
に
お
け
る
厳
し
い
財
政
状
況
及
び

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
必
要
性

か
ら
、
国
家
公
務
員
の
給
与
の
減
額

が
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
国
務

大
臣
等
の
特
別
職
に
つ
い
て
も
減
額

が
実
施
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
副
市
長

の
給
料
月
額
を
本
年
４
月
か
ら
現
市

長
の
任
期
に
限
り
10
％
の
減
額
措
置

を
講
ず
る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
35
号

教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
料
月
額
の
特

例
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

議
案
第
34
号
と
同
様
の
理
由
に
よ

り
、
教
育
長
の
給
料
月
額
を
本
年
４

月
か
ら
現
市
長
の
任
期
に
限
り
10
％

の
減
額
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
す
。

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

否　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

否　
決

可　
決

可　
決

撤
回
承
認

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

▲下稲吉小学校工事風景
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▼
▼  

議
案
第
36
号

か
す
み
が
う
ら
市
職
員
の
給
与
の
改
定

及
び
臨
時
特
例
に
関
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

国
に
お
け
る
厳
し
い
財
政
状
況
及
び

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
必
要
性

か
ら
、
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定

及
び
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
が
公

布
さ
れ
、
地
方
公
務
員
に
つ
い
て
は
、

同
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
自
主
的
か
つ

適
切
に
対
応
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
国
家
公
務
員
の
給
与
の

改
定
に
な
ら
っ
た
措
置
を
講
じ
る
た
め

本
年
４
月
か
ら
の
２
年
間
、
職
員
給

与
の
減
額
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
37
号

平
成
24
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
水
道
事

業
会
計
予
算

▼
▼  

議
員
発
議

『
マ
ル
福
制
度
の
改
正
を
検
証
す
る
た

め
の
特
別
委
員
会
』
の
設
置
を
求
め
る

動
議　
　
　
　
（
内
容
は
Ｐ
５
を
参
照
）

▼
▼  

議
員
発
議
第
８
号

議
案
第
26
号
平
成
24
年
度
か
す
み
が
う

ら
市
一
般
会
計
予
算
に
対
す
る
付
帯
決

議（
案
）　　
　
（
内
容
は
Ｐ
３
を
参
照
）

▼
▼  

諮
問
第
１
号

人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
に
つ

い
て

▼
▼  

諮
問
第
２
号

人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
に
つ

い
て

▼
▼  

諮
問
第
３
号

人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
に
つ

い
て

▼
▼  
推
薦
第
１
号

農
業
委
員
会
委
員
の
推
薦
に
つ
い
て

　
　

井　

坂　

孝　

雄
（
深
谷
）

　
　

市　

川　

敏　

光
（
粟
田
）

　
　

鈴　

木　

良　

道
（
下
土
田
）

　
　

栗　

山　

千　

勝
（
柏
崎
）

閉
会
中
の
継
続
審
査
に
つ
い
て

閉
会
中
の
所
管
事
務
調
査
に
つ
い
て

可　
決

可　
決

可　
決

否　
決

適　
任

適　
任

適　
任

可　
決

決　
定

決　
定

▼
▼  

請
願
第
１
号
（
平
成
23
年
）

八
ッ
場
ダ
ム
等
水
源
開
発
の
検
証
検
討

に
つ
い
て

▼
▼  

請
願
第
９
号
（
平
成
23
年
）

「
東
海
第
２
原
発
の
廃
炉
を
求
め
る
意

見
書
」
採
択
を
求
め
る
請
願
書

▼
▼  

請
願
第
１
号

「
緊
急
事
態
基
本
法
」
早
期
制
定
を
求

め
る
意
見
書
提
出
に
関
す
る
請
願
書

▼
▼  

陳
情
第
12
号
（
平
成
23
年
）

道
路
改
良
施
工
の
陳
情

▼
▼  

陳
情
第
４
号

陳
情
書
「
市
施
設
等
の
継
続
契
約
の
お

願
い
に
つ
い
て
」（内

容
は
Ｐ
２
を
参
照
）

不
採
択

趣
旨
採
択

趣
旨
採
択

継
続
審
査

採　
択

請
願
・
陳
情
の
審
査
結
果

第
１
回
臨
時
会

審
議
結
果

▼
▼  

議
案
第
38
号

か
す
み
が
う
ら
市
職
員
の
給
与
の
改
定

及
び
臨
時
特
例
に
関
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て　
　
（
内
容
は
Ｐ
４
を
参
照
）

※
議
案
第
36
号
の
提
案
理
由
に
同
じ

▼
▼  

議
案
第
39
号

平
成
23
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
９
号
）

特
別
交
付
税
及
び
震
災
復
興
特
別
交

付
税
の
決
定
と
あ
わ
せ
て
、
財
団
法

人  

全
国
市
町
村
振
興
協
会
か
ら
の

義
援
金
、
さ
ら
に
は
、
市
が
建
物
共

済
に
加
入
し
て
い
る
財
団
法
人  

全

国
自
治
協
会
か
ら
災
害
見
舞
金
の
交

付
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
を

歳
入
予
算
に
計
上
す
る
と
と
も
に
、

全
額
を
「
東
日
本
大
震
災
復
興
ま
ち

づ
く
り
基
金
」へ
積
み
立
て
る
た
め
、

計
上
す
る
も
の
で
す
。

平
成
24
年
第
１
回
臨
時
会
が
、
３
月

29
日
に
開
催
さ
れ
、
本
会
議
に
お
い

て
慎
重
審
議
を
行
い
ま
し
た
。

可　
決

否　
決


